
⑲
第69期導入修習に関するアンケート集計結果

○第69期の司法修習生に対し,導入修習終了時にアンケート鯛査を実施した。
司法修習生1786人中1611.人が回答(回収率90.2％)。

○導入修習を通じて知織･能力の不足を感じた者,自学自修に取り組んだ者の割合

（図表1－1－1）
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(図表1－1－2）※母数:知識･能力の不足を感じた者
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○導入修習を通じて不足を感じた者の割合(68期第1アンケートと69期第1アンケートの比較）

（図表1－1－3）
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○自学自修の内容

（図表1－2）

※自学自修の内容に係る各選択肢に1項目でもチェックを付けた人数の割合

10％ ・ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％0％

’1 1 1 ’

法律基本書 41S%

I ’
18.6％

~「
18.6％法科大学院の復習

67.2％
I

研修所教材等

導入修習の復習

その他

2／5ページ



導入修習を通じて不足していた知臓画能力をどの程度補うことができたか

（図表1－3－1）
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(図表1－3－2）※母数:知識･能力の不足を感じた者のうち.不足を補うことができたかとの問いに無回答の者を除いた人数
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○導入修習のカリキュラムがどの程度役立つと思うか【全体】

（図表2-1）
※カリキュラムの中に｢役立たない｣又は｢あまり役立たない｣ものがあると答えた者の割合
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○導入修習のカリキュラムがどの程度役立つと思うか【項目別】

（図表2－2）
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